
議第１３号

高山市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

高山市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。

令和７年２月２６日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

高山市久々野保健センターを廃止するため改正しようとする。
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高山市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

高山市保健センターの設置及び管理に関する条例（平成７年高山市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。

改 正 前 改 正 後

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 保健センターの名称及び位置は、次の

とおりとする。

第２条 保健センターの名称及び位置は、次の

とおりとする。

名称 位置

高山市保健センターの項・高山市丹生川保

健センターの項 （略）

高山市清見保健セ

ンター

高山市清見町三日町４１

４番地１

高山市久々野保健

センター

高山市久々野町無数河６

４２番地２

高山市朝日保健センターの項～高山市上宝

保健センターの項 （略）

名称 位置

高山市保健センターの項・高山市丹生川保

健センターの項 （略）

高山市清見保健セ

ンター

高山市清見町三日町４１

４番地１

高山市朝日保健センターの項～高山市上宝

保健センターの項 （略）

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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